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高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
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最高裁判所事務総局総務局長中村 愼

I

「刑事裁判事務支援システムを利用した事務処理の運用につ

いて」の一部改正について（通達）

平成23年1月13日付け最高裁総三第000004号総務局長通達「刑事裁判事務支

援システムを利用した事務処理の運用について」の一部を下記のように改正します。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

1 記以外の部分中「平成4年8月21日付け最高裁総三第28号総務局長通達「

帳簿諸票の備付け及び保存に関する事務の取扱いについて」 」を「平成4年8月

21日付け最高裁総三第28号総務局長通達「帳簿諸票の備付け等に関する事務

の取扱いについて」 」に改める。

2記第2の1の(1)中「平成4年8月21日付け最高裁総三第27号事務総長通達

「事件関係の帳簿諸票の備付け及び保存について」 」を「平成4年8月21日付

け最高裁総三第27号事務総長通達「事件関係の帳簿諸票の備付け等について」 」

に， 「すべて」を「全て」に改める。

付記

この通達は,平成26年2月27日から実施する。



（庶ろ－15-B)

平成25年11月7日

地方裁判所事務局総務課長殿（東京，大阪を除く。 ）

地方裁判所事務局総務課文書企画官殿

最高裁判所事務総局情報政策課課長補佐若井啓悟

刑事裁判事務支援システムのプログラム修正による画面表示

等の変更点について（事務連絡）

標記のシステム（以下「KEITAS」 という。 ）について， この度， これまで

ユーザサポートや所管係に寄せられた問い合わせを踏まえ，操作性を向上させるこ

となどを目的として，プログラムの修正を行います。

ついては，プログラム修正後は画面表示等の一部が別添のとおり変更されますの

で，関係職員に周知してください。

なお，プログラム修正作業は，既にKEITASのお知らせ欄に掲載したとおり，

11月12日 （火）午後9時から同月13日 （水）午前6時までの間に行います。

この時間帯はKEITASを利用することができません。また，同欄に掲載した留

意事項（プログラム修正をしたKEITASへログインする際に表示されるメッセ

ージ等）についても確認するよう併せて周知してください。

おって,KEITASオンラインヘルプの改訂については，今回のプログラム修

正に.よる変更点を反映次第，改訂した旨を同欄に掲載します。



(別添）
平成25年11月最高裁判所事務総局惰報政策課

KEITASプログラム修正による画面表示等の変更点
はじめに

これまでユーザサポートや所管係に寄せられた問い合わせを踏まえ，操作性を向上させるこ

と等を目的として，プログラムの修正を行います。今回のプログラム修正により，従前から画

面表示等が変更となる点は，次の表のとおりです。

具体的な変更内容は，次のとおりですので,KEITASを操作する際の参考としてください。
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1 AS24事件入力画面（令状）
勾留（再）延長ボタンの利用方法に関する注意書きを
画面上追加します。 、

■ 0

2

■

BS1q接見等禁止決定書印刷画面 ｢主文」欄を必須入力項目に変更します。

′ 3 YS13=事件関係送付一覧印刷画面
勾留関係の事件関係送付一覧に表示される文書の標目
に「接禁」 ， ｢却下」を追加しbこれらの項目が初期
表示されるようになります。

甲 ●

4 BSO3-畠柄詳細入力画面 身柄裁判要旨として選択可能な項目を追加します。

5 ESO3-押収物個別情報入力画面

処分事由情報タブにおける「処分事由一覧」を「承認
済の処分事由一覧」と名称を修正した上，同一覧中の
処分事由等を修正する際の注意雷きを画面上追加しま
す｡

6 FSO2_事件票入力画面
｢登録」ボタン押下後は事件番号欄が非活性となりま
す0

7

◆

ZS28-ユーザ登録・訂正画面
システム使用開始日当日にユーザ情報の登録，訂正が
可能になります。

8 ZS45

ﾛ

_問い合
■

わせ画面
係の追加，接見等禁止決定書主文パターンの変更等の
一定の問い合わせ類型については，専用の問い合わせ
ファイルを使うことで対応を早めます。



1 事件入力画面（令状) (AS24)における「勾留（再）延長」ボタンの利用方
法に関する注意書きの追加

変更前一一…－－－－－－－－‐ … －－ － ”－－－－ ‐ ‐一一 －－－－

霊
「勾留（再）延長（む）」ボタン及び「勾留（再）延長（る）」ボタン

事件に閨する勾留（再）延長について登録する場合にのみ利用する点が，

確になっておらず,誤った利用でデータに不具合が生じるケースが発生していまし ’

た（※）。

「
、－－ ノー■ｰ 二一一画＝一邑・ー．、一一－

※事件入力画面（令状) (AS24)の「勾留（再）延長」ボタンは，同一被疑者の勾留請

求事件が登録されている場合に，当該勾留の（再）延長請求事件を登録する場合に限って利

用できるものです。

しかし，このボタンからあらゆる勾留（再）延長請求事件の受付が行えるものと誤露した

結果勾留請求事件の事件入力画面（令状) (AS24)に表示されている被疑者以外の被

疑者の勾留延長請求事件の受付をする際にこのボタンから事件入力画面(令状) (AS24)

を開いて受付をしてしまうケースが発生しました。

この場合，被疑者名が受付をしたい被疑者とは別の被疑者名が表示されるため，利用者と

しては被疑者名を書き換えますが,それをすると元ﾉﾏの勾留請求事件の被疑者名まで連動し

て書き換わってしまいます。なお，この連動を解除するためには，保守業者によるデータ修

正を行う必要があります。

4
戸変更後一一一 一
｜異なる事件に閨する勾留(再)延長請求事件を登録する際に誤って同ボﾀﾝを利用
｜することがないよう，画面上注意書きを追加します。
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2－接見等禁止決定害印刷画面(BS10)における「主文」欄について

〆･変更点 －－ ．－．－‐ －－－－ －－－－－．－－－” ‐ --- -－ 一 一一 一 ----、
「主文」欄が必須入力項目となり， 「主文」欄が空欄の場合， 「印刷プレビュー」

ボタン及び「印刷」ボタンが押下できなくなります。これにより主文欄の記載がない

接見等禁止決定書及び同謄本の誤作成を防ぎます。
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3事件関係送付一覧印刷画面(YS13)における「文書の標目」の項目追加等

,／変更前一一一一一一一-－－勾留関係の事件関係送付_覧に表示される文書の標目i畠辰臺件種類として,、
「接見禁止等の請求（被疑者）」又は「接見禁止等の請求（被告人）」を選択した際，

初期表示される文書の標目が， 「接禁，記録」 ， 「却下，記録」であるため，勾留請

求と同時に行われる接見禁止等の請求のように,接見禁止決定等の請求自体では返還

する棲査記録がない場合は， 「'記録｣を手作業で削除する必要がありました。 ノ、

↓

■〆耆熟ゐ事件関係送付一覧に表示される文書の標目に｢接禁ル｢却下｣を追加一一、
し，事件種薙として「接見禁止等請求（被疑者）」又は「接見禁止等請求（被告人）」

を選択した際は，これらのいずれかが初期表示されるように変更します。
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4身柄詳細入力画面(BSO3)における身柄裁判要旨の項目追加等

戸変更点一一-一・。 ‐‐ ‐一一… － －－…一－－－－－－－一一…一一、
「身柄裁判要旨」欄の項目として「保証書許可決定」， 「保釈許可取消決定」， 「保

釈許可認容決定」 ， 「保証金額変更決定」を追加します。
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「身柄裁判要旨」欄に「保釈許可取消決定」を選択して入力した場合，

「勾留満了日計算｣ボタンを使って勾留満了日を入力することはできませ

んので， 「満了日」欄に手入力又はカレンダーアイコンをクリックして入

力してください。
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なお，身柄詳細入力画面(BSO3)の「保釈保証金」欄には数字しか入力できませんので，

必要に応じて備考欄を御利用ください。

（参考） 「身柄裁判要旨」欄に「保証金額変更決定」を選択した場合の入力例

身柄詳細入力画面(BSO3)

備考欄に入力することで，保証金額変更決

定で増額又は滅額となった金額を明らか

にできます。

ミア‐一〆－圃一哩噸

●身柵1鵬五 …｡”

･身柄鐸腰旨〈その他)の内容 ［－－＝

応元而－1国
弓圃

X

鐸

●備考. ： ＃艫瀞断（増額20"m＃艫瀞断（増額20万m

”‐

園
》
円

叩
一

｢~一一園●§鵬月日

心卿震i金
．． ： ’

●旅行日数：

●1鰍§賊劉謬り ：

●うち保証書： §

■
●

｢－－．円●
●

身柄詳細入力画面の備考欄に入力した内

容が身柄入力画面の身柄裁判履歴一覧の

備考欄に表示されます｡

〃

身柄入力画面(BSO2)

癖
F・ 五日興し」壬

恥
》
。

４
Ｊ
・

●
一
■
６
●
●
。

Ｏ
Ｃ
ｅ
蔓■づ□■■

勾留票
B Q▲ ■

ト
ヨ砲詳細人刀図画の臓耆欄|上人

■

雪が勾留票の備考棚に団字され言

i i U 9 B ■ ■ ヨ ロ

6

率
準

鱸》

身柄に関する裁判

年月日 要 旨

釈放

年月日 保釈雌 残日数

癖
年
朋

蔀
年
頭
備霜

題.5．14

麓｡4.1 唾全…漣 函.4.1

1,200pmO

と
日
月
３
１
１

鹿告

円〕

銅所鞠額20万



5押収物個別情報入力画面(ESO3)処分事由情報タブにおいて表示されている

文言等の変更

変更点 一 一 －－－

①｢処分事由一覧｣に表示されている情報は処分承認済の処分事由である点を明示、
するためず 「承認済の処分事由一覧」と名称を変要します。

②「承認済の処分事由一覧」に表示される行数を1行から2行に変更します。

③「承認済の処分事由一覧」中の「処分事由」及び「処分事由発生日」の修正方法

に閏する注意を画面上追加します。
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6事件票入力画面(FSO2)における事件票登録後の事件番号欄の制御の変更に

ついて

〆壹蕊壹毒曇1章拝まあ菫薑扇主事存票=_ﾀ懇1ﾐ塞屋壹云府
め，事件票登録後は，そもそも事件番号の変更ができないように制御を追加します

（一時保存中は変更が可能です。 ）。

ノ②事件番号が複数ある場合の事件番号選択に関する注意を画面上追加します。

、

轡ﾉ注意

窪重一旦[事件票登録後の事件番=の修正について】 、
事件票登録後に事件番号を修正する場合は，従前と同様，その事

件票情報を削除した上で，再度事件票を登録してください。

なお， 「統計ID」欄及び「状態」欄が空白になってはじめて当該

事件票は削除されたことになります（「削除」ボタン押下後長く

て2時間程度要することがあります。 ）ので，その点を確認した上

凡で，再度事件票を登録してください。 ノ
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１

7ユーザ登録・訂正画面(ZS28)における制御の変更
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対処方法 ：職貝昏号を錘してください．
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画面(ZS28)から登録する際，システム使用開始日を「平成26年4月1日」として同日

に登録を行おうとすると，上記のエラーメッセージが表示され，登録ができませんでした。
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8問い合わせ画面(ZS45)における問い合わせ専用ファイルダウーンL□－ド機能
の追加

変更点『 －－－－－－－

,〆①次の類型の問い合わせについてはｵﾝﾗｲﾝﾍﾙプの個別画面説明でダ承
ンロードした問い合わせ専用ファイルに必要事項を記入して,ユーザサポート

にメールで送信することになります。

・事件削除

・係の追加

・押収物の処分享由の削除

・押収番号の削除

・接見等禁止決定書の主文の変更

、_雲_空E雷言る=雪壹冨宣竺ﾋｰ説.一ゞ－__ノ

’
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-1WmdO睡 画

否
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☆KEITASのユーザサポート要者癖悶t瘡わせに対応L唾し童すc
犬驍ﾘとして当日中に掴回筈いたしますが．上庭対曜噌砺外に，メール
を愛臆した培台ば。翌日以随のﾛ回答となり室すので鮓了承くだきLL

◆メールによるお問い合わせ：

｡､'陰(露顕と闇する管問
②蚕あ極夢賓諏言娠ご；

③ヨ廻含め冠銘不輿含の這轄
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目をクリックして，問い合わ、

イルをダウンロードするこ

能です。

_ノ

・ 記録引継や事件の併合・分離を行ったため，刑事部管理職ユーザでも事件削除がで

きなくなった場合は，こちらからエクセルファイルをダウンロードして事件削除を依

頼してください。

2係の追加

・ 増員等により係が増設されることとなった場合は， こちらからエクセルファイルを ノ、

★>堂のお問い昔わせl壷いて!さ,割”問い合わせﾌﾌ，イルがありますので.そぢらに必要爾頂を更入した上,…11．割の
峰ﾒｰﾙによるお問い合わ画の『②その他ｼｽﾃ“こ関する質問･毒見jをクリックして聞いたﾒｰﾙに津付して．
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（庶ろ－15-B)

平成25年12月25日

地方裁判所事務局総務課長殿（東京，大阪を除く。 ）

地方裁判所事務局総務課文書企画官殿 ．

最高裁判所事務総局情報政策課課長補佐若井啓悟

刑事裁判事務支援システム(KEITAS)から出力される

月報・年表入力システム読込用データの集計条件の変更につ

いて（事務連絡）

標記のデータのうち，被告人の処遇（勾留・保釈関係）年表（2120表）に関

する部分の集計条件を，下記のとおり変更します。

ついては， 12月27日からは変更後の集計条件で同データが出力される旨を関

係職員に周知してください。

なお，本変更の作業によりKEITASを利用することができない期間は，あり

ません。

おって,.KEITASオンラインヘルプについては今後改訂予定であり，今回の

変更を反映次第，その旨をKEIT.ASお知らせ欄に掲載します。

記

1 変更内容

別紙のとおり

2主たる変更点

（1） 数値が出力できるようになったもの

保釈許可決定の取消し，勾留執行停止決定の取消し及び勾留執行停止期間の

満了等によって勾留された人員数について，数値の出力ができるようになった

〃



（従前は，出力できない人員数を月報・年表入力システムで数値を補完する必

要があった. （現行のKEITAS操作マニュアル付録1統計関係マニュアル6

3ページ参照） 。 ） 。

(2) 数値を出力できないもの

ア別紙の「勾留・保釈に関する手続表」のく3>， 〈7>， 〈9>， <10>及びく14>で

集計される身柄裁判履歴のうち，逃亡などの理由により被告人が収容されて

おらず，収容日が入力されていないものについては，集計条件（収容日が入

力されていること。 ）に合致しないため，その分の人員数を数値として出力

することはできない。

/f KEITASで公訴事実の分離の処理（一つの事件カード中の公訴事実を

分離すること。 ）を行った事件についての身柄情報は，事件の具体的な内容

を検討しなければ，終局前と終局後の集計区分の別が判断できない場合があ

るため，分離前及び分離後の身柄情報全部についてデータ出力の対象外とし

た。



(別紙）

平成25年12月最高裁判所事務総局情報政篇男

被告人"""""==Srajf=- f|■■■~－頁詞“‐ f 一一可
被告人の処遇(勾留･保釈関係)年表(2120詞につい司孟｢勾留･保釈に閏する手続詞の<1>3

鵬人の職嬢鰯鰯盟麺夢 に劃'Yて

らく14〉までの数値を，陰計項目・条件表｣記載の集計条件に基づいて出力します。各項目は，集計条件
を全て満たしたときに数値を出力しますので,本年表に係る詞中|議旧等をKEITASに入力じているにも

かかわらず数値として出力されないような場合など，数値の正否等を確認する必要が生じた場合には曉
計項目・条件調を参考に,KEITASに入力されている内容を確認してください。

なお集計条件は「新・勾留票の一生」（鐸R書日官第16号）の記載に拳拠しているためこれと三な
る入力を行っている場合（※1）や業務的に一般的でない事案（※2）については，正確な数値を出力する
ことができません。これらの場合は裁判統計報告書（月報・年表）作成要領に従い,KEITASの検索機
能を利用し，又は事件記録等を参照の上， 「月報・年表入力システム」において当該統計データを補完して
ください。

※1例えば実刑収容の場合に,収容日を,皇柄裁判要旨が｢判決(実刑)｣の身柄裁判履歴の｢収容日」

欄ではなく，皇柄裁判要旨が「保釈許可決定」の「収容日」欄に入力すると，実刑収容の場合本
来であれば「当該年度に勾留状を発付された被告人員の「終局後」の区分及び「(うち）刑訴法
343条の保釈失効人ヨの聡局後」の区分に計上すべきです畝前者については<9>の。後者
については<10>の③に該当しないことになるため出力されません。

※2 ．「勾留・保釈に閏する手続表」の<3>, <7>, <9>, <10>及改14>で集計される身柄裁判履歴のう

ち,逃亡などの理由により被告人力収容されておら或収容日が入力されていないものについては

集計鶉牛(収容日が入力されていること｡）に合致しないため,その分の人員数を数値として出力す
ることができません。

･KEITASで公訴菫実の分離の処理を行った詞牛についての臺柄情報は詞牛の具体的な内容

を検討しなければ終局前と終局後の集計区分の別力判断できない場合があるため，分離前及び分
離後の皇柄|議畦部についてデータ出力の対象外となっています。

刑事年No.2被告人の処遇（勾留・保釈関係）年表
[2120】 表1 勾留・保釈に関する手続表

当該年度に勾闘を
取り消された人員

当該年度に

勾闘状を

発付された
終局前後別被告人員

刑脈迭87条 当骸年度に

保釈を群可

された人員

当該年度に

勾闘の執行

を停止され
た人員

当該年度に

保釈を取消

された人員（うち）

刑諒法343

1条の保釈
失効人員

（うち）

刑諒法343

条の保釈
失効人員

(うち）

刑露法343

条の再保釈
の人員

(うち）

刑露法343

条の再保釈
の人員

(うち）

刑醍法90
条の保釈

(うち）

刑露法91

条の保釈

(うち）

刑露法91

条の保釈

刑翫法

91 条
請求 職権

１
１
１
１
Ｊ
■
１
４
Ⅱ
■
‐
Ｏ
ｄ
Ｉ
■
１
１
１
１
１
１
４
Ⅱ

終局前
(被告人）

一

一
’
一

口
■
〃
哩
凸
▽
■
々
△
ｇ
▽
寺
■
日
○
一
日
ｇ
■
召
■
▲
日
日
●
Ｉ
ワ
■
↑
凸
凸
▲
■
■
■
■
■
“

一
一

Ｉ
Ｉ
ｒ
ｉ
Ｌ

１
２
３

<1＞＋<2>＋<3＞ ★1 <4>~<5＞ ☆1 <6＞ <7＞
１
１

終局前

(被疑者）
１
１

★1 ☆1 ☆1 ★1 ★1 ★1 ★1
一

I~~1 h

l

r－‐ ~－－
q

終局後 <8>+<9＞ <10＞ 〈11＞一く12＞ ＜13＞ ＜14＞
4

I

い ろ は に ほ へ と ち り ぬ る

※グレーの部分はKEITASに数信がな<,また★1は「報告対象外の項目」であるため,KEIT

ASから数値は出力されません。前者については月報・年表入力システムで祷完が必要です。
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【集計項目・条件表】

ク

項目No. 集計項目（画面項目）等※ 集計条件等
<1＞

①から④
の全ての

条件を満

たす身柄

事件入力画面(ASO3)の睡件符号」

事件入力画面鮎03)
今

の「受付区分」

事件入力画面仏SO3)の「受理日」
身柄入力画面(BSO2)の「勾留日」

事件入力画面

身柄入力画面

事件入力画面
身柄入力画面

の
の
の
の

唖ｊ
唖
《
犀

｢受理日」

ｊ
Ｊ
日
日
留
局
勾
終
ｒ
ｒ

｢身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

①I (")｣ ((刑わ） ， (特わ）及び（合わ）を含
む。 ）又は「（た）」が入力されていること。

②I移送（刑脈法332条）」
他）」 ，

、 ｢移送（その
｢回付」及び「その他」以外であること。

B 寺

⑧I受理日」と「勾留日」を比較して新しい方の日付
(基準日）に年表の年度内の日付が入力されているこ
と⑤

④⑧の「基準日」が「終局日」以前（「終局日」を含
む。基準日が「終局日」と同一の場合は， 「身柄裁判
要旨」が「判決（実刑）」 ウ ｢判決（執行猶予）」 9
｢判決（補導処分）」又は「判決（罰金）」の身柄裁
判履歴が登録されていること。）であること。

<2＞

①から⑤
の全ての

条件を満

たす身柄

事件入力画面仏SO3)の「事件符号」

事件入力画面仏SO3)の「受付区分」
ロ

身柄入力画面旧SO2)の「勾留日」

事件入力画面仏SO劃の「受理日」
身柄入力画面旧SO2)の「勾留日」

身柄入力画面(Nm)の「勾留日」
事件入力画面仏SO3)の「終局日」
身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「易柄裁判要旨」

①「（わ）」 （.(刑わ） 、 (特わ）及び（合わ）を含
む。）又は「（た）」が入力されていること。

②「移送（刑訴法332条）」， 「移送（その
他）」 ● ｢回付」又は「その他」であること。

⑧「勾留日」に年表の年度内の日付が入力されている
こと。

④「勾留日」が「受理日」以降（「受理日」を含
む。）であること。

⑤「勾留日」が「終局日」以前（「終局日」を含む。
「勾留日」が「終局日｣.と同一の場合は． 「身柄裁判
要旨」が「判決（実刑）」， 「判決（執行猶予）」，
「判決（補導処分）」又は「判決（罰金）」の身柄裁
判履歴が登録されていること。）であること。

<3＞

①から⑤
の全ての

条件を満

たす身柄

裁判履歴

事件入力画面M03)の ｢事件符号」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「収容日」

易稲人刀圃囿(巳ご〔迄)のI号納裁判腹歴

一覧」の「収容日」
事件入力画面(ASO3)の「受理日」 ‘

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴

一覧」の「収容日」
事件入力画面仏SO3)の「終局日」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄調判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

①「（わ）」 （（刑わ） 9 (特わ）及び（合わ）を含
む。）又は「（た）」が入力されていること。

②｢身柄裁判履歴－勤の「身柄裁判要旨」が「判決
(実刑）」ではないこと。

e ●

⑧｢身柄裁判履歴一覧」の「収容日」に年表の年度内

の日付が入力されていること。

④｢身柄裁判履歴一覧」の「収容日」が「受理日」以
降（「受理日」を含む。 ）であること。

⑤「身柄裁判履歴一覧」の「収容日」が「終局日」以
前（「終局日」を含む。 「収容日」が「終局日」と同
一の混合は，当該身柄裁判履歴の後に， 「皇柄裁判要
旨」が「判決（実刑）」 ， ｢判決（執行猶予）」 9

｢判決(補導処分）」又は「判決（罰金）」の身柄鋼
判履歴が登録されていること。）であること。



‐

3

<4＞

①から⑥
の全ての

条件を満

たす昌柄
裁判履歴

事件入力画面(mO3)の ｢事件符号」

身柄入力画面旧SO2)の嶋柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
事件入力画面MSO3)の「受蝉日I

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
事件入力画面仏SO3)の「終局日」
皇柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「釈放日」

①I (")｣ ((刑わ） ウ (特わ）及び（合わ）を含
宙。）又は「（た）」が入力されていること。 ．

②1号柄瀕判履歴一覧」の「皇柄裁判要旨」が「保釈
許可決定」であること。

⑧「昌柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」に年表の年
度内の日付が入力されていること。

④l身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」が「受理
日」以降（「受理日」を含む。）であること。

｡「身柄裁判履歴一覧」の「易柄裁判日」が「終局
日」以前（「終局日」を含む。 「身柄裁判日」が「終
局日」と同一の場合は，当該身柄裁判履歴の後に 0
｢身柄翻判要旨」が「判決（実刑）」， 「判決（執行
猶予）」， 「判決（補導処分）」又は「判決（罰
金）」の身柄鐡判履歴が登録されていること。 ）であ
ること。

⑥①から⑤の条件に該当する畠柄裁判履歴のうち，
鳴柄裁判履歴一覧」の「皇柄裁判日」が同一の身柄
裁判履歴が複数ある場合は， 「釈放日」が入力されて
いること。

<①

①から③
の全ての

条件を満

たす身柄

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

皇柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」

①身柄裁判履歴一覧の「身柄裁判要旨」が「保釈許可
取消決定」であること。

戯4>の全条件を満たす身柄裁判履歴のうち最も古い
昌柄裁判履歴より後に登録されていること。

…T副庄垂■■F 皇柄入力画面(mOaの「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
事件入力画面仏SO3)の「終局日」

皇柄入力画面ESO2)の「身柄裁判履歴

一覧」の「身柄裁判要旨」

⑧「身柄裁判履歴一覧」の「皇柄裁判日」が「終局
日」以前（「終局日」を含む。 「皇柄裁判日」が「終
局日」と同一の場合は，当該身柄裁判履歴の後に，
｢身柄裁判要旨」が「判決‘(実刑）」
猶予）」 9

● ｢判決（執行
｢判決（補導処分）」又は「判決（罰

金）」の身柄栽判履歴が登録されていること）である
こと。

お＞

①から⑥
の全ての

条件を満
たす身柄
裁判履歴

事件入力画面(焔0劃の ｢事件符号」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴

一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴

一覧」の「身柄裁判日」

身柄入力画面(鴎02)の「身柄裁判履歴

一覧」の「身柄裁判日」
窒陛入力画面(△Rn角1m「尋唖口I

身柄入力画面旧SM)の「身柄裁判履歴

一覧」の「皇柄裁判日」
事件入力画面仏SO3)の「終局日」
身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴

一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「釈放日」

①「（わ）」 （（刑わ） ， (特わ）及び（合わ）を含
む。 ）又は「（た）」が入力されていること。

②「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判要旨」が「勾留
執行停止決圃であること。

③「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」に年表の年
度内の日付が入力されていること。

④「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」が「受理
日」以降（「受理日」を含む。 ）であること。

⑤「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」が「終局
日」以前（「終局日」を含む。 「身柄裁判日」が「終
局日」と同一の場合は，当該身柄裁判履歴の後に．
｢身柄裁判要旨」が「判決（実刑）」 9 ｢判決（執行

猶予）」 ， 「判決（補導処分）」又は「判決（罰

金）」の身柄裁判履歴が登録されていること。）であ
ること。

⑥「身柄裁判履歴一覧」の「釈放日」が入力されてい
ること。



4

<7＞

①から⑥
の全ての

事件入力画面(ASO3)の ｢事件符号」 ①I (b)｣ ((刑わ), (特わ）及び（合わ）を含
む。 ）又は「（た）」が入力されていること。

不U干琶パ咽

たす身柄

裁判履歴

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面ESO2)の｢身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」

身柄入力画面旧SO2)の「皇柄裁判履歴
一覧」の「皇柄裁判日」
事件入力画面(ASO3)の「受理日」

皇柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
事件入力画面仏SO3)の「終局日」
昌柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面ESO2)の「身柄載判履歴
一覧」の「収容日」

②「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判要旨」が「保釈
取消決定」であること。

⑧1号柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」に年表の年
度内の日付が入力されていること。

④「昌柄域判履歴一覧」の「皇柄裁判日」が「受理
日」以降（「受理日｣･を含む。 ）であること。

⑤「易柄識判履歴一覧」の「身柄裁判日」が「終局
日」以前（「終局日」を含む。 「身柄裁判日」が「終
局日」と同一の場合は，当該身柄裁判履歴の後に
｢畠柄裁判要旨」が「判決（実刑）」 9

0

｢判決（執行
猶予）」， 「判決（補導処分）」又は「判決（罰
金）」の身柄裁判履歴が登録されていること。 ）であ
ること。

⑥「身柄裁判履歴一覧」の「収容日」が入力されてい
ること。

<8＞

①から⑧
の全ての

条件を満

たす身柄

事件入力画面仏SO3)の ｢事件符号」

身柄入力画面旧SO2)の「勾留日」

身柄入力画面(BSO2)の「勾留日」
事件入力画面"SO3)の「終局日」
身柄入力画面(BSM)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

①「（わ）」 （（刑わ） 9 (特わ）及び（合わ）を含
む。）又は「（た）」が入力されていること。

②「勾留日」に年表の年度内の日付が入力されている
こと。

守

⑧「勾留日」が「終局日」以降（「終局日」を含む。
｢勾留日」が「終局日」と同一の場合は， 「身柄裁判
履歴一覧」の「身柄裁判要目が「判決（実刑）」
9 ｢判決（執行猶予）」 9 ｢判決（補導処分）」又は
｢判決（罰金）」の皇柄裁判履歴が登録されている場
合，集計対象としない。）であること。

<9＞

①から⑧
の全ての

条件を満
たす身柄

裁判履歴

事件入力画面(ASO3)の ｢事件符号」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴

一覧」の「収容日」

身柄入力画面旧Sm)の「身柄裁判履歴

一覧」の「収容日」 ．
事件入力画面"Sm)の「終局日」

畠柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴

一覧」の「身柄裁判要旨」

①「（わ）」 （･(刑わ） 9 (特わ）及び（合わ）を含
む。 ）又は「（た）」が入力されていること。

②「身柄裁判履歴一覧」の「収容日」に年表の年度内
の日付が入力されていること。

③｢身柄裁判履歴一覧」の「収容日」が「終局巳」以
降（「終局日」を含む。 「収容日」が「終局日」と同
一の場合は，当該身柄裁判履歴の後に， 「身柄裁判要
旨」が「判決（実刑〕」 9 剛決（執行猶予）］ 、

｢判決（補導処分）」又は「判決（罰金）」の易柄裁
判履歴が登録されている場合，集計対象としない。）
であること。
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<1①

①から⑦
の全ての

条件を満

たす畠柄
裁判履歴

事件入力画面"SO3)の「事件符号」
●

身柄入力画面(BS02)の「身柄裁判履歴
一覧」の「皇柄裁判要旨」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「収容日」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「収容日」

身柄入力画面(BSO2)の「皇柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日｣．

事件入力画面仏SO3)の「終局日」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
－覧」の「身柄裁判要旨」

①I (D)･｣ ((刑わ), (特わ）及び（合わ）を含
む。 ）又は「（た）」が入力されていること。

②l身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判要旨」が「判決
(実刑）」である身柄裁判履歴が登録されているこ
と。

⑧②の易柄裁判履歴の「収容日」に年表の年度内の日
付が入力されていること。 ．

㈱の身柄裁判履歴の「収容日」が「終局日」以降
（「終局日」を含む。）であること。

⑤『昌柄裁判履歴一覧」の「昌柄裁判要旨」が「保釈
許可決定」の皇柄裁判履歴が登録されていること6

⑥⑤の身柄裁判履歴の「身柄裁判日」が「終局日」よ
りも前（「終局日」を含まない。）であること。

⑦⑤の身柄裁判履歴（ただしb 「身柄識判履歴一覧」
において「身柄裁判要旨」が「保釈許可決定」の身柄
裁判履歴が複数ある場合は，最新のものに限る。）と
②の皇柄裁判履歴との間に， 「身柄裁判要旨」が「保
釈取消決定」又は「勾留執行停止決定」の皇柄裁判履
歴が登録されていないこと。

<11＞

①から⑤
の全ての

事件入力画面(ASO3)の「事件符号」 ①「（わ）」 （（刑わ） ， (特わ）及び（合わ）を含
む。 ）又は「（た）」が入力されていること。

本庁廷（咽

たす身柄

裁判履歴

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
事件入力画面("O劃の「終局日」
身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
皇柄入力画面旧So2)の｢身柄裁判履歴
一覧」の「釈放日」

②「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判要旨」が「保釈
許可決定」であること。

⑧｢身柄裁判履歴一覧｣.の「身柄裁判日」に年表の年
度内の日付が入力されていること。

④「身柄裁判履歴一覧」の「畠柄裁判日」が「終局
日」以降（「終局日」を含む。 「身柄裁判日」が「終
局日」と同一の場合は,当該身柄裁判履歴の後に，
｢皇柄裁判要旨」が「判決（実刑）」 ， ｢判決（執行

猶予）」， 「判決（補導処分）」又は「判決（罰
金）」の皇柄裁判履歴が登録されている場合，築計対

象としない。）であること。

⑤①から④の条件に該当する身柄裁判履歴のうち，
｢身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」が同一の情報
が複数ある場合は， 「釈放日｣が入力されているこ
と｡

<12＞

①と②の
条件を満

たす身柄

裁判歴歴

畠柄入力画面旧S館)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄鎮判要旨」

皇柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」

①｢身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判要旨」が「保釈
許可取消決定」であること。

②<11>の条件を満たす身柄裁判履歴のうち最も古い
身柄裁判履歴より後に登録されていること。



※ 「終局日」が未入力の蝪合は，出力する年表の年の翌年1月1．日として輿計する。

宍

<13＞

①から⑤
の全ての

条件を満
たす身柄

裁判履歴

事件入力画面仏SO3)の ｢事件符号」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面(BSO2)の鳴柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
事件入力画面(AS03)の「終局日」
身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

身柄入力画面(BSO2)の「皇柄裁判履歴
一覧」の「釈放日」

①「（わ）」 （（刑わ） 9 (特わ）及び（合わ）を含
む。 ）又は「（た）」が入力されていること。

②「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判要旨」が「勾留
執行停止決定」であること ｡

③「皇柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」に年表の年
度内の日付が入力されていること。

④「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」が「終局
日」以降（「終局日」を含む。 「身柄裁判日」が「終
局日」と同一の場合は，当該身柄裁判履歴の後に．
「身柄裁判要旨」が「判決（実刑）」， 「判決（執行
猶予）」， 「判決（補導処分）」又は「判決（罰
金）」の身柄裁判履歴が登録されている場合，菓計対
象としない。）であること。

⑤「身柄翻判履歴一覧」の「釈放日」が入力されてい
ること。

<14＞

①から⑤
の全ての

条件を満

たす身柄
裁判履歴

事件入力画面(ASO3)の「事件符号」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判要旨」

畠柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴

一覧」の「皇柄裁判日」

身柄入力画面旧SO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「身柄裁判日」
事件入力画面(ASO3)の「終局日」
身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「皇柄裁判要旨」

身柄入力画面(BSO2)の「身柄裁判履歴
一覧」の「収容日」

①「（わ）」 （（刑わ） 0 (特わ）及び（合わ）を含

む。 ）又は「（た）」が入力されていること。

②「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判要旨」が「保釈
取消決定」であること。

③「身柄翻判履歴一覧」の「身柄裁判日」に年表の年
度内の日付が入力されていること。

④「身柄裁判履歴一覧」の「身柄裁判日」が「終局
日」以降（「終局日」を含む。 「身柄裁判日」が「終
局日」と同一の場合は，当該身柄裁判履歴の後に，
｢皇柄裁判要旨」が「判決（実刑）」
猶予）」 p

0 ｢判決（執行

｢判決（補導処分）」又は「判決（罰

金）」の身柄裁判履歴が登録されている場合，築計対
象としない。）であること。

⑤「身柄裁判履歴一覧」の「収容日」が入力されてい
ること。

■ 缶


